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１ 使用申請について 

申請窓口は平日、土曜日、日曜日、祝日や時間帯によって異なりますのでご注意くだ

さい。なお、１月１日は休場日です。 

令和３年４月１日より「おおいた公共施設案内・予約システム」に利用者登録してい

る葬祭業者は、システムによる予約が可能です。 

予約システムにより予約できる施設は、火葬室、待合室の一部、斎場、斎場控室です。 

 

（１）火葬室を使用する場合 

① 大分市の申請窓口及び受付時間 

申請窓口 受付時間 

大分市役所 本庁舎 １階 

市民課（６番窓口） 

平日 

 午前８時３０分～午後６時 

※午前８時～８時３０分については 

市民課へお問い合わせください。 

各支所 

（鶴崎・稙田・明野・大南・大在・ 

坂ノ市・佐賀関・野津原） 

平日 

 午前８時３０分～午後５時１５分 

大分市役所 本庁舎 地下１階 

当直室 

平日 

 午後６時～翌日午前８時 

土曜日・日曜日・祝日 

 ２４時間受付可能 

鶴崎市民行政センター管理室 

稙田市民行政センター管理室 

平日 

 午後５時１５分～翌日午前８時 

土曜日・日曜日・祝日 

 ２４時間受付可能 

大南市民センター当直室 

大在市民センター当直室 

坂ノ市市民センター当直室 

佐賀関市民センター当直室 

野津原市民センター当直室 

明野市民センター当直室 

土曜日・日曜日・祝日 

 午前８時３０分～午後５時 

  

  ※市民行政センター・市民センターは支所が入っている建物です。 
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② 由布市の申請窓口及び受付時間 

申請窓口 受付時間 

由布市役所 

 挾間庁舎 地域振興課 

平日  

 午前８時３０分～午後５時 

由布市役所 

 挾間庁舎 当直室 

平日  

 午後５時～翌日午前８時３０分 

土曜日・日曜日・祝日 

 ２４時間受付可能 

 

③ 改葬遺骨・身体の一部・汚物の火葬 

大分市葬斎場に直接お申し込みください。(☎０９７-５９７-６６７１） 

 

（２）待合室の一部・霊安室を使用する場合 

大分市葬斎場までお問い合わせください。 

（問い合わせは１月１日を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

（３）斎場（式場・控室）を使用する場合 

「おおいた公共施設案内・予約システム」に利用者登録している葬祭業者は、シス

テムによる予約が可能です。 

その他の場合は、大分市葬斎場までお問い合わせください。 

（問い合わせは１月１日を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

  ※ 葬儀の運営については、お受けしておりません。 

    最寄りの葬祭業者などにご相談ください。 

 

 

２ 使用時間等について 

① 火葬の受入時間 午前９時３０分から午後４時まで 

② 霊安室使用の受付時間 午前８時３０分から午後５時まで 

③ 斎場（式場及び控室）の使用時間 

 ア 告別式の場合 午前９時から午後４時まで 

 イ 通夜から告別式までの場合 午後４時から翌日の午後４時まで 
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３ 使用料について 

①火葬場（佐賀関火葬場を含む）  （令和３年４月１日一部改定） 

種別 区分 単位 
使用料 

摘要 本市に住所を 
有する者 

本市に住所を 
有しない者 

火葬室 

12 歳以上 1 体につき 5,000 円 40,000 円  

12 歳未満 1 体につき 4,000 円 32,000 円  

死産児 1 体につき 2,000 円 16,000 円  

改葬遺骨 1 体につき 2,000 円 16,000 円 箱の大きさは長
さ 60cm×幅 55cm
×高さ 45cm 以内
とする。 

身体の一部 1 件につき 2,000 円 16,000 円 

汚物 1 個につき 2,000 円 16,000 円 

待合室 

憂愁の間 
哀惜の間 

(洋 30 人用) 

1 室 1 回 
につき 

4,400 円 8,800 円  

有情の間 
夢想の間 
懐古の間 

(和 30 人用) 

1 室 1 回 
につき 

3,300 円 6,600 円  

霊安室 
1 体 24 時間

につき 
1,100 円 2,200 円 

これを超える場
合は、24 時間ご
とに 1,100 円を 
加算する。 

 

備考  

次の各号に掲げる場合は、「本市に住所を有する者」として取り扱うものとする。 

⑴ 遺体の場合 死亡者が死亡時に、又は死体火葬許可を受けた者が現に住民基本台

帳法（昭和 42 年法律第 81 号）の規定により本市又は由布市（同市が設置された

日前の挾間町の区域に限る。以下同じ。）の住民基本台帳に記録されている場合 

⑵ 死産児の場合 死産児の父又は母が、前号の住民基本台帳に記録されている場合 

⑶ 改葬遺骨の場合 申請者が、第 1 号の住民基本台帳に記録されている場合 

⑷ 身体の一部の場合 身体の一部を失った者が、第 1 号の住民基本台帳に記録されて

いる場合 

⑸ 汚物の場合 病院等の所在地が、本市若しくは由布市である場合又は申請者が、

第 1 号の住民基本台帳に記録されている場合 

  



4 
 

⑵斎場使用料          （令和３年４月１日一部改定） 

種別 目的 単位 区分 
使用料 

摘要 本 市 に 住 所
を有する者 

本市に住所 
を有しない者 

式場 
(祭壇を
使 用 す
る場合) 

告別式 

1 室 1 回 
につき 
9：00 

～16：00 

久遠の間 
(400 人用) 

165,000 円 330,000 円  

悠久の間 
(250 人用) 

132,000 円 264,000 円  

無限の間 
(150 人用) 

99,000 円 198,000 円  

通夜から 
告別式まで 

1 室 1 回 
につき 
16：00～ 
翌日 16：00 

久遠の間 
(400 人用) 

330,000 円 660,000 円  

悠久の間 
(250 人用) 

264,000 円 528,000 円  

無限の間 
(150 人用) 

198,000 円 396,000 円  

式場 
(祭壇を
使 用 し
な い 場
合) 

告別式 

1 室 1 回 
につき 
9：00 

～16：00 

久遠の間 
(400 人用) 

33,000 円 66,000 円 
 

悠久の間 
(250 人用) 

22,000 円 44,000 円 
 

無限の間 
(150 人用) 

16,500 円 33,000 円 
 

通夜から 
告別式まで 

1 室 1 回 
につき 
16：00～ 
翌日 16：00 

久遠の間 
(400 人用) 

66,000 円 132,000 円 
 

悠久の間 
(250 人用) 

44,000 円 88,000 円 
 

無限の間 
(150 人用) 

33,000 円 66,000 円 
 

控室 

告別式 

1 室 1 回 
につき 
9：00 

～16：00 

紫紺の間 
(60 人用) 

5,500 円 

(44,000 円) 

11,000 円 

(88,000 円) 

１ 

1 回 に つ

き 2 室を

限 度 と す

る。 

 

２ 

（ ）内の

金額は、祭

壇 と 合 わ

せ て 使 用

するとき。 

青磁の間 
(洋 30 人用) 

4,400 円 8,800 円 

瑠璃の間 
群青の間 

(和 30 人用) 
3,300 円 6,600 円 

通夜から 
告別式まで 

1 室 1 回 
につき 
16：00～ 
翌日 16：00 

紫紺の間 
(60 人用) 

11,000 円 

(88,000 円) 

22,000 円 

(176,000 円) 

青磁の間 
(洋 30 人用) 

8,800 円 17,600 円 

瑠璃の間 
群青の間 

(和 30 人用) 
6,600 円 13,200 円 

備考 

１ 死亡者が死亡時に、又は死体(胎)火葬許可を受けた者が現に住民基本台帳法の規

定により本市の住民基本台帳に記録されている場合は、「本市に住所を有する者」

として取り扱うものとする。 

２ 使用時間は、準備及び片付けの時間を含むものとする。 

３ 控室の「紫紺の間（60人用）」は、式場として利用できます。また、和室（畳敷
き）ですが、洋室風に利用できるよう「テーブル」「イス」「床敷物」を無料で貸し

出しています。 
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４ 待合棟のご案内 

待合棟は、ゆとりあるロビーと、和室及び洋室の待合室を備え、ご遺族の方々にやすら

ぎと心の和む場を提供しています。 

 

【待合ロビー（無料）１２０人収容】 【待合室（無料）６０人収容】（和室） 

 

 

 

 

 

 

 

【待合室（有料）】（和室３室・洋室２室、各室３０人用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の施設】 

・喫茶・売店、自動販売機、更衣室 

・湯沸室（ポットと茶器のセットを貸出しています。なお、使用後は湯沸室へ返却して 

ください。） 
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５ 斎場棟のご案内 

斎場棟は、通夜・告別式が行え、葬儀の規模に応じて式場を選んでご使用できます。 

※葬儀の運営については、お受けしておりません。 

最寄りの葬祭業者などにご相談ください。 

 

【式場】 

 

久遠の間（４００人用） 

 

悠久の間（２５０人用）・無限の間（１５０人用） 

久遠の間を二分割し、悠久の間、無限の間として 

使用できます。 

 

紫紺の間（和室６０人用、控室兼用） 

家族葬などの小規模な葬儀にご使用できます。 

テーブルとイスを備えていますので、洋室風としても 

使用できます。 

 

 

【控室】 

 

 

 

 

 

 

 

和室（６０人用１室     洋室（３０人用１室）      受付ロビー 

 ３０人用２室）                       

 

【その他の施設】 

・自動販売機、シャワー室（宿泊者用） 

・湯沸室（ポットと茶器のセットを貸出しています。なお、使用後は、水洗いをして所定

の場所に返却してください。） 
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６ 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待合棟 中央棟 斎場棟 

 

待合無料ロビー 

待合室無料和室 

待合室 

（和室３室・洋室２室） 

喫茶・売店 

 

告別室３室 

収骨室３室 

霊安室１室（５体収容） 

告別ホール 

 

 

式場４００人用 

（久遠、悠久、無限） 

控室 

（和室３室・洋室１室） 

 

 

 

  

第一駐車場 

（５０台） 

第二駐車場 

（１５０台） 

収骨室 

障がい者用駐車場 
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７ 施設の概要                 

  名称／大分市葬斎場            建築面積／約７,１００㎡ 

  所在地／大分市大字竹中５６２番地の１   総事業費／約４５億円 

  敷地面積／約９１,０００㎡ 

 

建設工事              築炉工事 

  中央棟、 待合棟、 斎場棟        火葬炉１６基  

  屋外棟 （霊灰棟、車庫棟、倉庫     造園・外構工事 

       屋外トイレ）          庭園、駐車場 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 ご利用者へのお願い 

●柩にはビン、カン類、プラスチック製

品などの不燃物類、爆発物、有害ガス

発生物などは絶対に入れないでくだ

さい。 

●ペースメーカーを装着している場合

は火葬中に爆発の危険がありますの

で事前にお知らせください。 

●待合室、控室の湯茶については、湯沸

室に用意してありますので各自ご自

由にご利用ください。なお、葬斎場に

持ち込んだもの及びゴミ等は必ずお

持ち帰りください。 

●所定の場所以外では飲食又は喫煙を

しないでください。 

●通夜で斎場を使用する場合、寝具等 

については、各自でご用意ください。 

●告別室・収骨室等での写真・動画の撮

影はご遠慮ください。 

●その他職員の指示に従ってください。 

大分市葬斎場 

大分市葬斎場 

〒879-7501 

大分市大字竹中５６２番地の１ 

 

ＴＥＬ ０９７-５９７-６６７１ 

ＦＡＸ ０９７-５９７-６１８９ 


